
愛知県小牧警察署
(0568)-72-0110
令和７年 ５月号小 針 交 番 だ よ り

だまされないためのポイント

～小針交番からのお知らせ～
空き家のドロボウ被害が増えています

空き家を物置として活用するのは危険です。
大切な物が盗まれる前に持ち出しや処分を検

討しましょう。

契約は納得してから！

まい話を信用しない！
うだんする！
られて返事をしない！
すぐに契約しない！
っぱり！はっきり！断る！

危険です ながらスマホで 踏むペダル
～自転車を安全に利用しよう～

悪質業者にお金を払い、期間が経過してから警察
に相談に来られる方が多く見られます。「変だな」
と思ったら、早めに警察等に相談してください

自転車安全利用五則
１車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
２交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
３夜間はライトを点灯
４飲酒運転は禁止
５ヘルメットを着用

自転車は道路交通法上は「車両」とされ、守らなければならない
交通ルールも定められています。

交通ルールを守り、安全に楽しく自転車に乗りましょう！


